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１．中小企業の現状と取り巻く環境
　我が国において、中小企業は、全企業の中で、企
業数の99.7％、従業員数の69.7％を占め、国民経済の
重要な役割を担っている。
　2017年４月21日、2017年中小企業白書が公表され、
その中で、日本経済の状況が分析されている。日
本の経済は、2012年末から、全体としては緩やかな
回復基調が続いている。2016年の実質GDP成長率は、

４期連続のプラスで堅調な推移をし、企業の活況観
も緩やかに改善してきている。企業規模別業況判断
DIの推移も直近では上昇しており、持ち直し基調に
ある。また、倒産件数も着実に減少し、バブル期以
来の26年ぶりの低水準にある。しかしながら、年間
の休廃業・解散件数は、増加傾向にある。2016年は
過去最高の３万件弱であり、2000年の２倍近い件数
となっている。これら休廃業・解散企業の経営者の

☆知的財産関連ニュース報道（韓国版） …… ⑹
☆シリーズ知財マネジメント《知的資産経営教育協議会Ⅱ》②
　中小企業の事業承継の本質について ……… ⑴

中小企業の事業承継の本質について

日本経済大学准教授　森田　理恵

知財マネジメント《知的資産経営教育協議会Ⅱ》②シリーズ

－２つの乖離を超えて－



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年９月25日（月曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

82.6％は60歳以上であり、70歳以上の構成比が上昇
している。これは、中小企業の経営者の年齢構成が
高齢化していることに原因がある。中小企業の経営
者の年齢の分布における最頻値は、1995年の47歳か
ら2015年には66歳へと移動した。
　また、休廃業・解散企業のうち、黒字状態で廃業
した企業は50.5％である。また、生存企業の利益率
の中央値を上回りながら、休廃業・解散した企業は、
32.6％存在する。これら黒字廃業企業（休廃業・解
散前の利益率が黒字状態で廃業した企業）の約93％
は中小企業であり、高収益廃業企業（利益率10％以
上の状態で廃業した企業）の96％が中小企業である。
　すなわち、中小企業経営者は顕著に高齢化してお
り、黒字・高収益の中小企業が廃業しているという
現状がある。
　さらに、今後５年間で30万以上の経営者が70歳を
迎えるにもかかわらず、６割が後継者未定であり、
70歳以上の経営者でも事業承継に向けた準備を行っ
ている者は半数のみである。

２．中小企業の事業承継に対する矢継ぎ早の
対策

　中小企業庁は、2017年版中小企業白書のタイトル
を「中小企業のライフサイクル　―次世代への承継
－」とした。これは、我が国の国民経済においてま
すます重要性を増す中小企業が失われることに対す
る国家の危機感の表れではないだろうか。ここ１年、
政府は、矢継ぎ早に対策を公表した。平成28年９月
15日、「未来志向型の取引慣行に向けて」（世耕プラ
ン）を公表。平成28年12月５日、事業承継ガイドラ
インの改訂を公表。平成29年３月27日、「会社を未
来につなげる10年先の会社を考えよう」の公表。平
成29年４月10日、「事業承継マニュアル」の公表。平
成29年７月７日、「事業承継５カ年計画」の公表など
である。
　この中で、最も重要なのは、「事業承継５カ年計
画」である。中小企業庁は中小企業経営者の高齢化
の進展等を踏まえ、地域の事業を次世代にしっかり
と引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベ
ンチャー型事業承継等の経営革新等に積極的にチャ
レンジしやすい環境を整備するため、今後５年程度
を事業承継支援の集中実施期間とする「事業承継５
カ年計画」を策定した。
　これは、経営者の「気付き」の提供・後継者が継
ぎたくなるような環境を整備・後継者マッチング支

援の強化・事業からの退出や事業統合等をしやすい
環境の整備・経営人材の活用の５つの観点から、今
後５年程度を、支援体制・支援施策を抜本的に強化
する事業承継支援の集中実施期間とするものである。
　経営者の「気付き」の提供とは、まず、経営者に
準備を始めてもらうための土壌作りである。地域毎
に、それぞれの支援機関がつながる事業承継プラッ
トフォームを立ち上げ、事業承継診断等によるプッ
シュ型の支援を行い、事業承継ニーズを掘り起こす。
　事業承継がうまくいかない理由として、後継者が
見つからないこととともに、後継者候補が継ぎた
がらないということも大きい。そのため、事業承継
の環境を「後継者が継ぎたくなる」環境に整備する。
具体的には、資金繰り・採算管理等の早期段階から
の経営改善の取組を支援する。また、早期承継のイ
ンセンティブを強化し、後継者や経営者による経営
の合理化やビジネスモデルの転換など成長への挑戦
を支援する。単なる経営者の交代ではなく、企業の
体質を成長企業へ転換するための支援を行うもので
ある。
　さらに、事業引継ぎ支援センターの体制強化や、
民間企業との連携により、小規模Ｍ＆Ａマーケット
の整備を行う。親族や従業員などの身近な人物を後
継者とするだけでなく、第三者の企業への引継ぎを
視野に事業承継を可能とする。
　しかしながら、企業を後継者に引継ぐだけが正解
とは限らない。事業からの退出や事業統合などを選
択肢とし、サプライチェーンや地域における事業承
継、事業再編・統合を促進し、中小企業の経営強化
を後押しする。これによって、出口戦略の明確化を
計る。
　そのために、経営スキルの高い外部人材を、次期
経営者候補としてだけでなく、アドバイザーとして
活用できる環境を整備する。企業のマッチングだけ
でなく、大企業での成功例も増えつつあるワンポイ
ントの「請負人」やアドバイザーなどとの人材のマッ
チングも強化する。
　このように、事業承継５カ年計画は、事業承継を、
単なる企業経営者の交代ではなく、経営者の交代期
を企業体質の変革機会としてとらえ、企業成長への
ブースターとしようとするものである。
　また、平成28年12月５日、中小企業庁は、「事業
承継ガイドライン」を公表した。中小企業の経営者
の高齢化が進展し、団塊世代の引退時期を迎える中、
これを放置すれば技術・ノウハウが喪失されるとの


